
第１３４号 中川事務所新聞 平成27年5月1日?(1)?

第１３４号

発行所

行政書士中川事務所

兵庫県姫路市

【建設業の人材確保・育成

に向けて】

国土交通省・厚生労働省の連

携によるH27年度の表記施策

が発表されました。

1．魅力ある職場づくり

・社会保険未加入対策の推進

・適切な賃金水準の確保や雇用

管理の知識習得・向上の推進

・雇用管理に資する助成制度の

活用促進

・現場の安全管理の徹底

2．人材確保施策

・若年者等の建設分野への入職

促進

・女性の活躍促進

3．人材育成施策

・地域における元請・下請、関

係団体、教育機関等の連携によ

る人材育成策の推進等

・事業主による人材育成の促進

これらの大まかな方向性は二

つ。まずは不良・不適格業者の

排除（社会保険未加入、現場の

安全管理等）。そして、やる気

のある業者への支援（助成金等）

です。事業の鉄則は大きな流れ

に逆らわないこと。その流れを

読み間違えないように気を付け

ましょう。

【中小行施策利用ガイドブック】

中小企業庁からH27年版の

表記ガイドブックが発行されま

した。今年度実施予定の施策が

網羅されています。主な内容は、

経営・金融・財務等の分野にお

ける融資や助成金等の支援策に

ついて書かれています。利用で

きるものは上手に取り込んで経

営に役立ててみてはいかがでしょ

うか？

【お知らせ】

先日行われた兵庫県行政書士

会姫路支部の定時総会において、

副支部長に任命されました。こ

れで3期目になりますが、引き

続き業界の発展にも尽力したい

と思います。

【5月の事務予定】

・5月決算法人期末実地棚卸

・2月決算建設業決算変更届

・3月決算法人確定申告＆納税

・9月決算法人中間申告＆納税

・エアコンフィルター掃除

・GW休みボケ解消

Ｑ．高校生の息子が煙草を吸っ

ているところを見つかりまし

た。どんな罰を受けますか？

A．未成年者喫煙防止法では、

20歳未満の者が煙草を吸うこ

とを禁じています。これに違

反した未成年者に対しては、

行政処分として煙草やライター

を没収されます。

そしてこの法律に定められ

ている罰を受ける者は、親権

者・未成年者を監督する者・

販売者・販売させた法人の代

表者や従業員とされています。

つまり、煙草を吸った未成年

者が罰を受けることはありま

せん。

煙草を吸う息子を放任して

いると、親であるあなたが逮

捕されるかもしれませんよ。
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【実行力】

日本航空（JAL）の業績を

劇的に改善させた稲守和夫氏

は、ビジネス界では超有名な

方です。先日、この稲守氏の

手足となってJAL再建を陣頭

指揮した兵頭賢氏の話を直接

伺う機会を得ました。

会社の業績を良くする方法

そのものは、それほど複雑な

ものではなく、むしろ単純明

快なものです。私自身はいつ

もそれを「当たり前のことを、

当たり前に」と表現していま

す。兵頭氏から聞いた話にお

いても、JAL再建現場で実施

したことはそれと同様で、私

を含め誰が聞いても目新しい

ことはありません。

手法に違いがないならば、

結果の違いは何によって生じ

るのか？これも答えは簡単で、

要するに「やる」か「やらな

い」かです。では、簡単な手

法で、なおかつやることの重

要性も分かっているのに、実

際には実行されることなく時

間だけが過ぎていくのは何故

なのか？それは仕組みの問題

だといえるでしょう。

兵頭氏が挙げた具体例によ

ると、各担当部門の部長は毎

週一回全員集合して自部門の

計画と実績の発表をする。計

画通りにいかなかった場合は

その原因を説明する。会議に

は部長単独で出席する、つま

り、自部門のことは自らすべ

てを把握しておく。

他にもいくつか具体例の説

明がありましたが、すべてに

共通していたのは何が何でも

決めたことを実行するための

拘りでした。

では、私たち小規模企業の

場合はどうなのでしょうか？

伝達経路の短さはJALとは比

較にならず、社長の影響力も

絶大です。つまり、実行力に

拘れば、JALよりも簡単に素

早く業績が改善できるのでは

ないでしょうか。
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法務会計事務所とは？

・予防法務（問題が起こる前の対策）

・戦略会計（経営に役立つ会計）

・マネジメント（経営支援）

これらを駆使し、総合的にサポートす

る行政書士事務所です。
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